
　２　理　由　　重要な事件であるので、引き続き慎重に審査する必要がある。

　本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要する

ものと決定したので、会議規則第111条の規定により申し出ます。

記

　１　事　件　　議案第２号　石垣市ハラスメント調査に関する第三者委員会

　　　　　　　　　　　　　　設置条例の一部を改正する条例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和８年１月23日付託)

閉会中の継続審査の申し入れについて

令和８年１月 23日

　石垣市議会議長　我喜屋　隆次　様

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務財政委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　長 山　家 康


